
第4号様式 (第 4条関係)

行 政 文 圭
自

チト公 開 決 定 通 矢由童
自

21子 子事 第 10-4号

平成 22年 3月 ユす 日
名古屋市民オンブズマン

代表  倉 橋 克 実 様

実施機関

名古屋市長 河村 た か し

平成22年3月11日付けで請求のあった行政文書の公開については、名古
条例第10条第 2項の規定により、次のとおり公開しないことと決定しま
します。

したので通知

行 政 文 書 の 名 称 藤岡喜美子氏か らの申し入れ時の議事録

公 開 し な い 理 由

請求に係 る行政文書は取得及び作成 してお らず、不存在
のため。

備 考

<決 定を行った所管謀 >

子 ども青少年局子 ども未来部子 ども事業調整室

電話 :052-972-3229

1 こ の処分について不服があるときはくこの処分があつたことを知ったく日の翌日から
起算して60日以内にt名 古屋市長に対して異議申立てをすることができます。

2 こ の処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日 (異議申立
てをしたときは、決定の送達を受けた日)の 翌日から起算して 6箇月以内に、名古屋
市を被告として (市長が被告の代表者となります。)処 分の取消しの訴え (取消訴訟)
を提起することができます。なお、 6箇 月以内であっても、処分又は決定の日から 1
年を経過すると取消訴訟を提起することができなくなります。

注 問 い合わせ先 市 民情報センター TEL:052-9723153(直通)FAX:052-972-4127



第4号様式 (第 4条関係)

行 政 文 量
自

チト公 開 決 定 通 宍日圭
日

21子 子 事 第 10-5

平成 22年 3月 ユす

号

日

名古屋市民オンブズマン

代表  倉 橋 克 実 様

実施機関

名古屋市長  河 村 た か し

平成22年3月11日付けで請求のあった行政文書の公開については、名古
条例第10条第 2項の規定により、次のとおり公開しないことと決定しま
します。

開

したので通知

行 政 文 書 の 名 称 t 市長 と担当職員 と選定委員 との面談時の書面、議事録

公 開 し な い 理 由

請求に係 る行政文書は取得及び作成 してお らず、不存在
のため。

備 考

<決 定を行らた所管課>

子ども青少年局子ども未来部子ども事業調整室

電話:052-972-3229

1 こ の処分について不服があるときは、この処分があつたことを知った日の翌日から
起算して60日以内に、名古屋市長に対して異議申立てをすることができますと

2 こ の処分について不服があるときは、この処分があったことを知つた日 (異議申立
てをしたときは、決定の送達を受けた日)の 翌日から起算して 6箇月以内に、名古屋
市を被告として (市長が被告の代表者となります。)処 分の取消しの訴え (取消訴訟)
を提起することができます。なお、 6箇 月以内であらても、処分又は決定の日から 1
年を経過すると取消訴訟を提起することができなくなります。

注 問 い合わせ先 市 民情報セ ンター TEL:052-972-3153(直通)FAX:052T9724127



経営ア ドバイザーの主な意見と経緯

式 ちヽう

埓往花伏

経営アドバイザーの主な意見

平成 21年

1 0 月2 8 日

ア ドバイザーと

の会議

○ トワイライ トスクールの運営主体の公募につ

いて

。(公募の検討案の説明に対して)「地域部会」の

意見は参考程度にすべきである。

平成 22年

1 月 1 4 日

○応募について

。応募期間が少し短い。

平成 22年

1 月2 0 日

文書受領

(市長あて)

別紙

○現状

。「地域部会」への説明が十分でない。 |

〇課題                 |

。公平な審査がなされているとは考えにくい。

・市の方針が 「審査委員」に伝わつているのか疑

間である。

○対策

・案 1 市 長がマスコミヘの発信を直接行う

審査方法の変更の指示

・案 2 公 募のやり直し

平成 22年

1 月2 6 日

文書受領

(市長あて)

別紙 2

○公募における課題について

。公募期間が短い。

。「地域部会」への説明が十分でない。

○審査においてアドバイズしたこと

'「地域部会」の判断は参考意見として取り扱う。

平成 22年

2月 4日

○審査について

。「審査委員」の審査能力に問題がある。

・プレゼンテーションにおける質問時間が長い。

平成 22年

2月 4日

文書受領

(市長あて)

別紙 3

○公募について調査のお願い

・プレゼンテーションにおける問題

・審査前の問題



区 分 事   項 経営アドバイザーの主な意見

平成 22年

2月 16日

文書受領

(市長室、総務

局、子ども青少

年局あて)

別紙4

①2月 4日来庁の際の質問に対する報告について

。報告がない。文書による報告のお願い

・報告にコメントを付けて市長に意見を申す。

平成 22年

2月 1 8日

文書受領

(市長室 、子 ど

も 青 少 年 局 あ

て) 別 紙 5

①2月 17日付担当課発信文書を受けての再度

の回答のお願い

・プレゼンテーションにおける問題

・審査においてアドバイスしたこと

平成 22年

2月 1 9日
来庁

○選定委員会における候補者選定結果について

。公募したことは評価すべきであるも

平成 22年

2 月 2 5 日

文書受領

(市長室 、子 ど

も 青 少 年 局 あ

て) 別 紙 6

02月 18日付文書に対する回答の日程調整に

ついて

。各審査委員の採点表、各団体の申請書、審李の

議事録の準備を要望

平成 22年

3 月 3 日
来庁

○選定委員会における候補者選定結果につぃて
, ( 2月 18日付け文書に対する日頭回答 に対 して)

「地域部会」については参考程度で と一貫 して

言 ってきた。

・ブレゼンテーションの質疑応答時間をタイムキ

エプするのは大切だ。



市長と選定委員の面談

区 分 内 容

出席者 松本 一 彦 選 定委員 ほ か 4名

意  見

(市長)
・藤岡アドバイザーや学区部会員からの情報で、選定に関して、

いろいろな声を聞いている旨を説明し、選定委員に対し事実

rを 確認
・今回の選定に競争性を導入した趣旨を説明
・面談の目的は、選定において公正を保持するためであり、特

定の団体をお願いする趣旨ではない旨を説明

(選定委員)
・選定委員としてどの応募団体に対しても公正 ・公平に審査し

ている。
・保護者などそれぞれの立場から、子どもにとつてどの団体が

いいのかという祝″点で審査している。
・確認した学区部会では、意見の取りまとめにあたり公正に議

論されていたと



｀
端 '

第 4号様式 (第 4条関係)

行 政 文 書 非 公 開 決 定 通 知 書

2 1 総監 第 1 1 号
平成 22年 3月 25日

名古屋市民オンブズマン
代表 倉  橋  克  実  様

実施機関

行 政 文 書 の 名 称

平成22年 3月11日に請求のあった行政文書の公開については、名古屋市情報公開条例第10条第 2項の規定により、次のとお り公開 しないことと決定 しま したので通知 します。

すこやか職務ヘルプライン 通報・相談シー ト(平成 21
年4月 1日から平成22年 3月 10日まで)
すこやか職務レポート(平成21年4月 1日から平成22
年 3 月 1 0 日まで)

公 開 し な い 理 由

①について、公にすることにより、職員が委縮してしまい相談を行わなくなるなど、透明な市政運営を推進し、組
織としての自浄能力の向上を図るというすこやか職務ヘル
プライン制度の適正な運営に支障が生じるおそれが出るた
め (名古屋市情報公開条fTll第7条第 1項第5号に該当)。

務9擦ヨT酒族暫覇皆唇皇評呂豊薬念啓『!急`愛:療督審政文書が存在しないため。

<決 定を行った所管課 >

総務局職員部監祭室
TEL: o 5 2-9 7 2-2

注 問 い合わせ先 市 民情報センター TEL:05か 97か3153(直 通)FAX:052-972-4127




